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納付はお済みですか

　　　　右の町税等の納期限と口座振替日は3月2日(月)です。　　　　　　　　

･納付が済んでいない方は、納期限までに納付をお願いします。

･口座振替利用の方は、口座の残高確認をお願いします。

･未納の場合、延滞金が加算されるとともに納期限から一定期間が経過すると督促状が発せられ

 ますので、ご注意ください。

問合せ　税務課収納対策室 TEL 76-8070

＜納付は口座振替が簡単･便利･確実です＞

　 　　　　　　　　　　　　申込方法などの詳細はこちら　→

固定資産税      第4期
国民健康保険税    第8期
介護保険料      第8期
後期高齢者医療保険料 第8期

　　　 大子町社会福祉協議会では、通院等に利用する際、車椅子のまま乗れる福祉車両を無

料で貸し出しています。4月1日からは、ガソリン代が利用者負担(利用後に満タンにして返却)

になります。

　詳細は、問合せ先までお問い合わせください。

■利用対象　大子町社会福祉協議会会費を納めている方
　　　　　　　　　　　　
問合せ　大子町社会福祉協議会 TEL 72-2005

福祉車両の利用方法が変わります

　　　　70歳以上の高齢者の運転免許更新時に義務付けられている高齢者講習を、大宮自動車

教習所で受講する方を対象に、無料送迎バスを運行しています。

■日時　3月4日(水)

■送迎バスの停留所と発着時間　　

■申込み　常陸大宮自動車教習所に送迎対象日の高齢者講習(午前の部)の受講申し込みをした

　　　　　うえで、送迎対象日の前週金曜日までに生活環境課に電話で申し込んでください。　

　　　　　※ 3月4日(水)に利用する方の申し込みは、2月27日(金)までです。

問合せ　生活環境課 TEL 76-8802

高齢者講習の受講者を送迎します

停留所 時間

　役場　発(議会棟入口付近のロータリーにバスが停車) 8:10

　上小川駅(駅の入口付近にバスが停車) 8:25

　西金駅　(駅の入口付近にバスが停車) 8:30

　大宮自動車教習所　着 9:00

　大宮自動車教習所　発 11:30ごろ

　役場　着 12:15ごろ
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　　　　ごみ(廃棄物)を野焼き(野外焼却)することは、農業や林業を営むためにやむを得ない

焼却や、たき火やキャンプファイヤーなどのごく一部の例外を除き、廃棄物の処理および清掃

に関する法律で禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰

金が科せられることがあります。野焼きは、煙･すす･悪臭などにより近隣の方々に被害を及ぼ

すことがあるほか、ダイオキシン類の発生源となり、環境汚染の原因にもなります。さらに、

火災につながる危険もあるため、ごみの野焼きは絶対にやめましょう。

　なお、禁止行為から除外されている野焼きであっても、近隣の方々に迷惑をかけた時点で

｢違法｣とみなされる場合があります。近隣の生活環境に影響を与えないよう、周辺への配慮を

心掛けましょう。

問合せ　生活環境課 TEL 76-8802

ごみの野焼きは禁止されています

　　　　3月1日～7日は、春季全国火災予防運動が実施されます。町民の皆さんの、防火への

意識を高めることにより、火災の発生を予防し、万が一発生した場合にも被害を最小限にとど

め、火災から尊い命と貴重な財産を守ることを目的としています。空気の乾燥が続き、春は一

年間で最も火災の発生しやすい時季です。火の取扱いに十分注意しましょう。

　

3月1日(日)7:00にサイレンが鳴ります。※ 火災と間違わないよう注意してください。

問合せ　消防本部予防課 TEL 72-0119

春季全国火災予防運動

『急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし』

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和7年度全国統一防火標語

　　　　大子町消防団では、林野火災を想定した訓練を行います。　　　　

訓練に伴い、町道1289･2266号線が通行止めになりますので協力をお願いします。

■日時　3月15日(日) 8:45～12:00　

■場所　大字芦野倉および大字初原　旧大子西中学校および周辺　

■内容　林野火災想定訓練　　　　　　　　　　　　　　

問合せ　消防本部警防課 TEL 72-0119

消防団訓練による通行止め
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     令和7年度に不妊治療･不育症治療が終了した方の、不妊治療費助成金･不育症治療費等

費用助成の交付申請期限は3月31日です。2月または3月に治療が終了した方に限り、申請期限

を4月以降に延長できる場合がありますが、必ず3月中に相談してください。

■対象となる治療

 【不妊治療】　①保険適用外で受けた特定不妊治療(体外受精および顕微授精)

                　※ 男性不妊治療(治療に至る過程の一環として行われる精子を精巣または精巣

                    上体から採取する手術)をされた方も助成対象になります。

　　　　　　　　②保険診療の自己負担分で受けた治療

 【不育症治療】保険適応外の不育症治療(検査を含む)

■助成対象者 　次のすべての要件に該当している方　※ 年齢、所得の制限はありません。

■助成内容

　【不妊治療】　1夫婦1回の治療につき、上限20万円(通算10回)

　　※ 令和3年度までに助成を受けた回数は含みません。

　【不育症治療】1年度あたり、上限15万円(回数無制限)

　　※ 茨城県不育症検査費助成事業の対象となった方は、先に県の助成を受けてください。

申請窓口･問合せ　健康こども政策課　TEL 72-6611

不妊治療費助成金･不育症治療費等費用助成交付申請はお早めに!

1. 法律上の婚姻をしている方、または生まれてくる子の福祉に配慮する、事実婚関係

にある方で、夫または妻のいずれかの住所が町にあり、治療が終了した時点で町に

住所がある期間が1年以上ある方

2. 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと

　 医師に診断され、特定不妊治療や不育症治療(検査を含む)を受けた方

3. 夫および妻のいずれにも町税等の滞納がない方

4. 国民健康保険や社会保険等に加入している方　※ 4は不育症治療費等助成のみ

　　　イノシシ等による農作物の被害を防ぐための防護柵等の資材購入に要する経費について、

補助金を交付します。

■対象農地　町内の耕作農地。ただし、共同で購入した場合は、隣接した耕作農地に限る。

■補助率

■申込み･提出書類　　防護柵等の設置完了後に申請書を提出、次のものを持参。

　(1) 購入資材の明細が分かるレシート等と領収書(申請者の氏名入り)

　(2) 設置箇所の写真

　(3) 申請者の印鑑

　(4) 補助金の振込先金融機関の口座番号が記載されている通帳ページの写し

　　　(共同設置の場合は、代表者の口座番号と委任状)

　※ 設置した場所の地番の確認をお願いします。

■申請期限　3月23日(月) ※ 期限厳守　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　様式と詳細は町公式ホームページに掲載しています。

　https://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page006129.html

申請･問合せ　農林課鳥獣被害対策室 TEL 72-1128

イノシシ等による農作物被害防止のための防護柵等購入補助金

　　　　   　負担区分等
個人･共同

町 県
補助額

(町＋県)

個人 1/2(上限2万円) 1/2(上限2万円) 最大4万円

共同(2戸) 1/2(上限10万円) 1/2(上限6万円) 最大16万円

共同(3戸以上) 10/10(上限10万円) 上乗せなし 最大10万円
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　　　　令和7年の全国の自殺者数は、暫定値で19,097人(うち県は460人)と、前年より減少し

ていますが、小中高生の自殺者数は過去最多となり、依然として深刻な状況が続いています。

　県および町では、3月の自殺対策強化月間に合わせ、自殺予防に関する普及啓発活動を実施

しています。つらいこと、苦しいことは一人で抱えず、相談窓口をぜひ利用してください。

あなたには相談できる人がいます。 
■主な相談窓口　　

　茨城いのちの電話　(原則 毎日24時間)

  　 □水戸 　　　　　　　　 029-350-1000

　　 □つくば 　　　　　　　 029-855-1000 

　  フリーダイヤル □ 　　　 0120-783-556　(毎月10日 8:00～翌日8:00) 

　いばらきこころのホットライン　(9:00～12:00/13:00～16:00)　　 

□　　　　　　　　　　　   029-244-0556　(土･日曜日、祝日、年末年始除く)　

　　 □土日フリーダイヤル　 0120-236-556　(年末年始除く)

　メンタルサポートステーションきらり　(月～土曜日 10:00～17:00)

　　　　　　　　　　　　 □72-5933　

　ひたちなか保健所　8:30～17:15　(土･日曜日、祝日、年末年始除く)

　　 □保健指導課　　 　 　 029-265-5515(代表)

　　 □常陸大宮支所　 　 　 0295-52-1157(代表) 

　役場 健康こども政策課　□72-6611　8:30～17:15　(土･日曜日、祝日、年末年始除く)

※ 秘密は守られます。気軽に利用してください。

※ 掲載した以外にも相談窓口があります。詳しく知りたい方は、健康こども政策課健康増進担当へ

　 問い合わせください。　　　　　　

問合せ　健康こども政策課健康増進担当 TEL 72-6611

あなたには相談できる人がいます～3月は自殺対策強化月間です～

　　　 大子町社会福祉協議会では、ひとり親家庭等の小学校入学児童に対して、祝い金を贈呈

します。対象となる児童の保護者で祝い金を希望する方は、大子町社会福祉協議会窓口に申し

込んでください。

■対象児童　1月1日現在、町に住所を有するひとり親家庭等の小学校入学児童　　

■申込み　　2月20日(金)～3月10日(火)の期間に申請書(窓口備付)、金融機関口座通帳･印鑑　　

　　　　　　を持参のうえ、大子町社会福祉協議会窓口で申し込んでください。　　

■支給方法　指定口座への振り込み　

申請･問合せ　大子町社会福祉協議会 TEL 72-2005

令和8年度ひとり親家庭等の小学校入学児童に対する祝い金

　　　　厚生労働省では、毎年3月1日～8日を「女性の健康週間」と定め、女性の健康づくりを

国民運動として展開しています。女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して

過ごすためには、生活の場(家庭、地域、職域、学校)を通じて、女性の様々な健康問題を社会

全体で総合的に支援することが重要です。この機会に、ご自身やご家族の健康について考えま

しょう。

　女性の健康推進室　ヘルスケアラボ:http://w-health.jp/　　　

問合せ　健康こども政策課健康増進担当 TEL 72-6611

3月1日～8日は女性の健康週間です

    保健センターでは保健師、管理栄養士による健康相談を実施しています。健診結果の

見方が分からない、糖尿病予防の食事について聞きたいなど、健康に関する相談に応じていま

す。事前の予約が必要になりますので、予約をしてご利用ください。

■相談日　月～金曜日(祝日除く)

■内容　　大人の健康に関すること

予約･問合せ　健康こども政策課健康増進担当　TEL 72-6611

健康相談をご利用ください
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　　　　毎週月曜日、町公式ホームページで「ハローワーク求人情報」を掲載しています。

下の二次元コードから「ハローワーク求人情報」をご覧ください。また、役場待合ラウンジ

(1階)と中央公民館に求人情報のチラシを設置していますので、ご自由にお持ちください。

※ ハローワークの休業日などによっては、月曜日に更新されない場合もあります。

問合せ　ハローワーク常陸大宮(常陸大宮公共職業安定所)　TEL 0295-52-3185

ハローワーク求人情報

　　　　　　　　　　【ハローワーク常陸大宮(常陸大宮公共職業安定所)】

■日時　3月13日(金) 10:00～12:00、13:00～14:30

■場所　中央公民館 2階 第1研修室

■内容　就職に関する職業相談、求人に関する相談、雇用保険各種届の受理など

【いばらき就職支援センター】

■日時　3月27日(金) 10:00～12:00、13:00～15:00

■場所　中央公民館 2階 第1研修室、第2研修室

■内容　求人受付、就職相談、職業紹介、内職相談、キャリアカウンセリング、適性診断など

問合せ　ハローワーク常陸大宮 TEL 0295-52-3185　いばらき就職支援センター TEL 0294-80-3366

労働相談会

　　　　町内外の事業者や産業支援機関の皆さんを対象に、公的機関等の支援策の説明会を開

催します。皆さんが活用できる可能性の高い支援策だけでなく、事業承継や知的財産について

の説明も行いますので、ぜひ参加してください。

■日時　　3月12日(木)13:30～15:40(予定)　受付開始13:00～

■場所　　役場 行政棟2階 大会議室(オンライン配信あり)

■内容　　各機関の支援策の紹介

　　　　　･経済産業省関係の支援策について(経済産業省関東経済産業局)

　　　　　･大子町中小企業者経営改善･創業等支援補助金等(大子町)

　　　　　･事業承継について(中小企業基盤整備機構)

　　　　　･知的財産について(INPIT 茨城県知財総合支援窓口)

■対象者　町内外の事業者、産業支援機関の担当者等

■定員　　会場参加:30人(オンライン参加は上限なし)

■申込み　右の二次元コードのフォームから申し込んでください。

　　　　　※ 電子申請が難しい場合は観光商工課まで問い合わせください。

問合せ　観光商工課 TEL 72-1138　E-mail kankou@town.daigo.lg.jp

事業者支援策説明会

　　　　地域包括支援センターでは、物忘れや認知症に関する相談に応じています。最近物忘

れが気になるようになった方、認知症の症状のある方を介護されている方など、気軽に相談し

てください。

■日時　　3月26日(木)　13:00～16:00

■場所　　役場 行政棟 1階 相談室　

■担当者　地域包括支援センター　職員　

■申込み　3月24日(火)までに電話で地域包括支援センターに申し込んでください。
　　　　
問合せ　地域包括支援センター TEL 72-1175　　　　　　　　

物忘れ(認知症)相談
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　　　　ふるさと歴史講座は、町の歴史について学び、郷土に対する理解を深めることを目的

として開催するものです。今回は、ペリリュー島の戦いを中心に、歩兵第二連隊約70年の歴史

を見ていきます。

■日時　　3月20日(金･祝)　10:00～11:30　

■場所　　中央公民館　講堂　

■演題　　ペリリューに散った桜　―歩兵第二連隊70年の歴史―

■講師  学習院大学史料館客員研究員 石井 裕 氏

■内容　　　歩兵第二連隊は明治7年に創設され、同42年に水戸に兵営を移転しました。郷土

　　　　　部隊」として県民から親しまれ、その戦歴から「精強部隊」とも称えられましたが、

　　　　　昭和19年11月、中部太平洋のペリリュー島の戦いで玉砕しました。

　　　　　　本講座では、「狂気の戦場」といわれるペリリュー島の戦いを中心に、歩兵第二

　　　　　連隊約70年の歴史を見ていきます。

■定員　　50人程度(先着順)

■参加費　無料　　　　　　　　　　　

　　　　　

申込･問合せ　教育委員会事務局生涯学習担当 TEL 72-1148

　　　　　　 受付時間8:30～17:15(土･日曜日、祝日除く)

ふるさと歴史講座

　　　　おむつを使う方･介助する方の悩み解消のために講習会を開催します。皆さんの参加を

お待ちしております。

■日時　　3月24日(火)10:00～12:00

■場所　　文化福祉会館「まいん」1階 観光交流ホール

■内容　　在宅での排せつケア　～紙おむつの使い方～

■対象者　･在宅で介護を行っている方

　　　　　･介護用品(おむつ)を使っている方

　　　　　･介護用品について学びたい方

■参加費　無料

■申込み　3月13日(金)までに連絡してください。　　　　　　　　　　　　

申込･問合せ　大子町社会福祉協議会 TEL 72-2005

介護用おむつの使い方講習会

　　　　認知症の方とその家族、介護分野の専門家が集うカフェを開催します。認知症や介護

に関する講話だけではなく、音楽鑑賞やワークショップなどのイベントを通し、みんなで語り

合う場所です。認知症について一緒に学んだり、介護について共有したり、新たな人と出会っ

てみませんか?　

■日時　　3月15日(日)　13:30～15:00 (受付13:15～)

■場所　　文化福祉会館「まいん」 観光交流ホール　　

■内容　　学んで、体感! 認知症講座

■講師　　ダスキン ヘルスレントひたちステーション職員

■参加費　無料

■申込み　不要

　　　　

問合せ　地域包括支援センター TEL 72-1175　　

Ｄカフェ(認知症カフェ)
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　　　　町内企業の魅力を発信し、若年者等の就職支援や雇用機会の拡大につなげることを目

的に、企業の業務内容や福利厚生などの情報を掲載した令和8年度企業ガイドブックの作成を

予定しています。掲載を希望する事業者は次の要件を確認し、観光商工課へ申請してください。

■掲載要件　①町内に事業所があること。

　　　　　　②新規採用の予定があること。

　　　　　　※ 現時点で新規採用の予定がなくても、企業ガイドブックを見た求職者から問合せ

               があった際に、採用について検討できる場合は要件に該当します。

　　　　　　③掲載する原稿の作成や画像の提供に協力できること。

　　　　　　④企業ガイドブック完成後、町広報紙や町公式SNSへの掲載に同意できること。

■配布先　　成人式での配布や近隣市町村の高校や大学、専門学校、就労支援機関などに広く

　　　　　　配布する予定です。

■申込み　　町公式ホームページから申込書をダウンロードし、観光商工課へ提出してくださ

　　　　　　い。また、電話でも受け付けています。

　　　　　　申込期限　3月19日(木)

問合せ　観光商工課 TEL 72-1138

大子町企業ガイドブック掲載企業募集

　　　　国税局や税務署において、税のスペシャリストとして働く国税専門官（国家公務員）

を募集します。  

■受験資格　　　1 平成8年4月2日～平成17年4月1日生まれの方 

　　　　　　　　2 平成17年4月2日以降生まれの者で次に掲げる方 

　　　　　　　　　(1)大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業した方および令和9年3月

　　　　　　　　　　 までに大学を卒業する見込みの方 

　　　　　　　　　(2)人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める方

■試験の程度　　大学卒業程度 

■試験区分　　　国税専門A(法文系)、国税専門B(理工･デジタル系) 

■申込み方法等　○次のアドレスへアクセスし、説明に従って入力 

　　　　　　　　　https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 

　　　　　　　　○受付期間 

　　　　　　　　　2月19日(木) 9:00～3月23日(月)[受信有効] 

■試験日　　　　第1次試験日　5月24日(日)

　　　　　　　　第2次試験日　6月22日(月)～7月9日(木)のいずれか第1次試験合格通知書で

　　　　　　　　　　　　　　 指定する日時 

■試験地　　　　第1次試験地　高崎市、さいたま市、新潟市、松本市ほか 

　　　　　　　　第2次試験地　さいたま市ほか 

■合格者発表日　第1次試験合格者　6月16日(火) 9:00 

　　　　　　　　最終合格者　　　 8月12日(水) 9:00 

■二次元コード　＜国税庁ホームページ＞ 　　　　　　　＜人事院 採用情報NAVI＞ 

問合せ　○インターネット申込みに関する問合せ

　　　　　人事院人材局試験課 TEL 03-3581-5311(内線2332)

　　　　　9:00～17:00 (土・日曜日、祝日等の休日除く)

　　　　○上記以外の問合せ

          関東信越国税局人事第二課試験係 TEL 048-600-3111(内線2097)

　　　　　8:30～17:00 (土･日曜日、祝日等の休日除く)

国税専門官採用試験
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　町民の皆さんに親しまれる広報紙を目指し、広報だいごで町民のみなさんが撮影した写真を紹介

します。ぜひ応募してください。

■内容　　　過去一年以内に撮影した、町や町民に関わる写真

　　(子ども、孫、結婚式、ペット、風景、食べ物、イベントなど)

■形式 スマートフォン、デジタルカメラなどの画像データ

■応募方法　電子申請･届出サービス「広報だいご投稿写真募集」

　　町公式ホームページ　https://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page008117.html

広報だいご(シェアフォトDAIGO)投稿写真募集‼

広告
大子町公式

＼ＳＮＳフォロワー募集中／

　Instagram　　X　 Facebook　YouTube


